
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
七
十
三
号

公
正
取
引
委
員
会
事
務
総
局
組
織
令

内
閣
は
、
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

目
次第

一
章
　
内
部
部
局

第
一
節
　
官
房
及
び
局
の
設
置
等
（
第
一
条―

第
四
条
）

第
二
節
　
特
別
な
職
の
設
置
等
（
第
五
条
・
第
六
条
）

第
三
節
　
課
の
設
置
等

第
一
款
　
官
房
（
第
七
条―

第
十
条
）

第
二
款
　
経
済
取
引
局
（
第
十
一
条―

第
十
六
条
）

第
三
款
　
審
査
局
（
第
十
七
条―

第
二
十
一
条
）

第
二
章
　
地
方
機
関
（
第
二
十
二
条
）

附
則

第
一
章
　
内
部
部
局

第
一
節
　
官
房
及
び
局
の
設
置
等

（
官
房
及
び
局
の
設
置
等
）

第
一
条
　
公
正
取
引
委
員
会
の
事
務
総
局
に
、
官
房
及
び
次
の
二
局
を
置
く
。

経
済
取
引
局

審
査
局

２
　
経
済
取
引
局
に
取
引
部
を
、
審
査
局
に
犯
則
審
査
部
を
置
く
。

（
官
房
の
所
掌
事
務
）

第
二
条
　
官
房
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
委
員
長
の
官
印
及
び
委
員
会
印
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
公
文
書
類
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
公
正
取
引
委
員
会
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
公
正
取
引
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
事
務
総
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
事
務
総
局
の
行
政
の
考
査
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
国
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
広
報
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
公
正
取
引
委
員
会
の
所
掌
に
係
る
経
費
及
び
収
入
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
並
び
に
会
計
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
公
正
取
引
委
員
会
所
属
の
行
政
財
産
及
び
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
機
密
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
委
員
長
、
委
員
及
び
事
務
総
局
の
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と
総
称
す
る
。
）
の
任
免
、
給
与
、
懲
戒
、
服
務
そ
の
他
の
人
事
並
び
に
教
養
及
び
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
　
公
正
取
引
委
員
会
の
機
構
及
び
定
員
に
関
す
る
こ
と
。

十
五
　
職
員
の
衛
生
、
医
療
そ
の
他
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

十
六
　
公
正
取
引
委
員
会
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
政
策
の
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

十
七
　
公
正
取
引
委
員
会
年
次
報
告
に
関
す
る
こ
と
。

十
八
　
公
正
取
引
委
員
会
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
九
　
国
立
国
会
図
書
館
支
部
公
正
取
引
委
員
会
図
書
館
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
　
公
正
取
引
委
員
会
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
法
令
案
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一
　
意
見
聴
取
の
事
務
（
指
定
職
員
が
行
う
事
務
を
除
く
。
第
八
条
第
二
十
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二
　
事
務
総
局
の
所
掌
事
務
に
係
る
国
際
機
関
、
外
国
の
行
政
機
関
及
び
国
際
会
議
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
の
国
際
関
係
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
三
　
事
務
総
局
の
所
掌
事
務
に
係
る
国
際
協
力
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
事
務
総
局
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。
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（
経
済
取
引
局
の
所
掌
事
務
）

第
三
条
　
経
済
取
引
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
独
占
禁
止
政
策
に
関
す
る
基
本
的
事
項
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
国
会
に
対
す
る
意
見
の
提
出
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
独
占
禁
止
政
策
に
係
る
事
業
活
動
及
び
経
済
実
態
（
独
占
的
状
態
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
。
以
下
「
独
占
禁
止
法
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
公
正
取
引
委
員
会
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
認
可
、
同

意
、
協
議
及
び
処
分
の
請
求
並
び
に
届
出
、
報
告
及
び
通
知
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
（
官
房
及
び
審
査
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

五
　
経
済
法
令
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
行
政
措
置
に
関
す
る
独
占
禁
止
政
策
に
係
る
関
係
行
政
機
関
と
の
調
整
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
独
占
禁
止
法
第
四
章
の
規
定
に
係
る
事
件
の
審
査
（
独
占
禁
止
法
第
十
二
章
に
規
定
す
る
手
続
に
よ
る
調
査
を
除
く
。
第
十
四
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
独
占
禁
止
法
第
四
章
の
規
定
に
係
る
排
除
措
置
計
画
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
独
占
禁
止
法
第
四
章
の
規
定
に
係
る
排
除
措
置
命
令
に
関
す
る
こ
と
（
官
房
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
第
十
四
条
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

九
　
独
占
禁
止
法
第
四
章
の
規
定
に
係
る
告
発
並
び
に
裁
判
所
に
対
す
る
緊
急
停
止
命
令
及
び
こ
れ
に
関
す
る
供
託
に
係
る
没
取
の
申
立
て
（
い
ず
れ
も
独
占
禁
止
法
第
十
二
章
に
規
定
す
る
手
続
に
よ
る
調
査
に
係
る
も
の
を
除
く
。

第
十
四
条
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
合
併
、
共
同
新
設
分
割
、
吸
収
分
割
又
は
共
同
株
式
移
転
の
無
効
の
訴
え
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
独
占
禁
止
法
第
四
章
の
規
定
に
係
る
排
除
措
置
計
画
の
認
定
後
及
び
同
章
の
規
定
に
係
る
排
除
措
置
命
令
の
執
行
後
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
不
公
正
な
取
引
方
法
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
再
販
売
価
格
に
関
す
る
商
品
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
　
下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

十
五
　
小
売
商
業
調
整
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
関
す
る
こ
と
。

十
六
　
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

２
　
取
引
部
に
お
い
て
は
、
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
事
業
活
動
（
独
占
的
状
態
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
調
査
に
関
す
る
も
の
、
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
協
議
（
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
の
規
定

に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
届
出
（
持
株
会
社
の
設
立
に
関
す
る
も
の
並
び
に
会
社
の
株
式
の
取
得
、
合
併
、
共
同
新
設
分
割
、
吸
収
分
割
、
共
同
株
式
移
転
及
び
事
業
又
は
事
業
上
の
固
定
資
産
の
譲
受
け
に
関
す
る
計
画
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）
の
受
理
に
係
る
も
の
並
び
に
同
項
第
十
二
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
審
査
局
の
所
掌
事
務
）

第
四
条
　
審
査
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
事
件
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
（
経
済
取
引
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
排
除
措
置
計
画
及
び
排
除
確
保
措
置
計
画
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
（
経
済
取
引
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
排
除
措
置
命
令
に
関
す
る
こ
と
（
官
房
及
び
経
済
取
引
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
課
徴
金
の
納
付
命
令
に
関
す
る
こ
と
（
官
房
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

五
　
競
争
回
復
措
置
命
令
に
関
す
る
こ
と
（
官
房
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

六
　
告
発
並
び
に
裁
判
所
に
対
す
る
緊
急
停
止
命
令
及
び
こ
れ
に
関
す
る
供
託
に
係
る
没
取
の
申
立
て
に
関
す
る
こ
と
（
経
済
取
引
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

七
　
排
除
措
置
計
画
及
び
排
除
確
保
措
置
計
画
の
認
定
後
、
排
除
措
置
命
令
の
執
行
後
並
び
に
競
争
回
復
措
置
命
令
の
確
定
後
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
（
経
済
取
引
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

八
　
課
徴
金
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
行
政
訴
訟
の
事
務
に
関
す
る
こ
と
（
官
房
及
び
経
済
取
引
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
第
二
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

２
　
犯
則
審
査
部
は
、
前
項
第
一
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
独
占
禁
止
法
第
十
二
章
に
規
定
す
る
手
続
に
よ
る
調
査
及
び
こ
れ
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
二
節
　
特
別
な
職
の
設
置
等

（
総
括
審
議
官
、
政
策
立
案
総
括
審
議
官
及
び
審
議
官
）

第
五
条
　
官
房
に
、
総
括
審
議
官
一
人
、
政
策
立
案
総
括
審
議
官
一
人
及
び
審
議
官
三
人
を
置
く
。

２
　
総
括
審
議
官
は
、
命
を
受
け
て
、
事
務
総
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

３
　
政
策
立
案
総
括
審
議
官
は
、
命
を
受
け
て
、
事
務
総
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
合
理
的
な
根
拠
に
基
づ
く
政
策
立
案
の
推
進
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る
事
務
並
び
に
関
係
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

４
　
審
議
官
は
、
命
を
受
け
て
、
事
務
総
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
並
び
に
関
係
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

（
公
文
書
監
理
官
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
情
報
化
参
事
官
及
び
参
事
官
並
び
に
審
査
管
理
官
）

第
六
条
　
官
房
に
公
文
書
監
理
官
一
人
（
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
情
報
化
参
事
官
一
人
及
び
参
事
官
一
人
を
、
審
査
局
に
審
査
管
理
官
二
人
を
置
く
。

２
　
公
文
書
監
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
事
務
総
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
公
文
書
類
の
管
理
並
び
に
こ
れ
に
関
連
す
る
情
報
の
公
開
及
び
個
人
情
報
の
保
護
の
適
正
な
実
施
の
確
保
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
事
務
に
参
画
し
、

関
係
事
務
に
関
し
必
要
な
調
整
を
行
う
。

３
　
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
情
報
化
参
事
官
は
、
命
を
受
け
て
、
事
務
総
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
サ
イ

バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
い
う
。
）
の
確
保
並
び
に
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
並
び
に
こ
れ
ら
と
併
せ
て
行
わ
れ
る
事
務
の
運
営
の
改
善
及
び
効
率
化
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
す
る
。
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４
　
参
事
官
は
、
命
を
受
け
て
、
事
務
総
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
す
る
。

５
　
審
査
管
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
審
査
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
す
る
。

第
三
節
　
課
の
設
置
等

第
一
款
　
官
房

（
官
房
に
置
く
課
）

第
七
条
　
官
房
に
、
次
の
三
課
を
置
く
。

総
務
課

人
事
課

国
際
課

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
条
　
総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
委
員
長
の
官
印
及
び
委
員
会
印
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
公
文
書
類
の
審
査
及
び
進
達
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
公
正
取
引
委
員
会
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
公
正
取
引
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
事
務
総
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
行
政
の
考
査
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
国
会
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
広
報
に
関
す
る
こ
と
（
国
際
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
　
公
正
取
引
委
員
会
の
所
掌
に
係
る
経
費
及
び
収
入
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
並
び
に
会
計
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
公
正
取
引
委
員
会
所
属
の
行
政
財
産
及
び
物
品
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
公
正
取
引
委
員
会
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
政
策
の
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
公
正
取
引
委
員
会
年
次
報
告
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
　
公
正
取
引
委
員
会
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十
五
　
国
立
国
会
図
書
館
支
部
公
正
取
引
委
員
会
図
書
館
に
関
す
る
こ
と
。

十
六
　
事
務
総
局
の
事
務
能
率
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
七
　
官
報
掲
載
に
関
す
る
こ
と
。

十
八
　
公
正
取
引
委
員
会
所
属
の
建
築
物
の
営
繕
に
関
す
る
こ
と
。

十
九
　
法
令
案
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
　
意
見
聴
取
の
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
事
務
総
局
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
人
事
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
条
　
人
事
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
機
密
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
職
員
の
任
免
、
給
与
、
懲
戒
、
服
務
そ
の
他
の
人
事
並
び
に
教
養
及
び
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
機
構
及
び
定
員
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
職
員
の
衛
生
、
医
療
そ
の
他
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
職
員
に
貸
与
す
る
宿
舎
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
庁
内
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

（
国
際
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
条
　
国
際
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
事
務
総
局
の
所
掌
事
務
に
係
る
国
際
機
関
、
外
国
の
行
政
機
関
及
び
国
際
会
議
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
の
国
際
関
係
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
事
務
総
局
の
所
掌
事
務
に
係
る
国
際
協
力
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
海
外
の
独
占
禁
止
政
策
に
関
す
る
調
査
、
資
料
の
収
集
及
び
情
報
の
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
独
占
禁
止
政
策
の
海
外
に
対
す
る
広
報
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
国
際
通
商
に
影
響
を
及
ぼ
す
制
限
的
取
引
慣
行
に
関
す
る
こ
と
。

3



第
二
款
　
経
済
取
引
局

（
経
済
取
引
局
に
置
く
課
）

第
十
一
条
　
経
済
取
引
局
に
、
取
引
部
に
置
く
も
の
の
ほ
か
、
次
の
三
課
を
置
く
。

総
務
課

調
整
課

企
業
結
合
課

２
　
取
引
部
に
、
次
の
二
課
を
置
く
。

取
引
企
画
課

企
業
取
引
課

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
二
条
　
総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
経
済
取
引
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
独
占
禁
止
政
策
に
関
す
る
基
本
的
事
項
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
国
会
に
対
す
る
意
見
の
提
出
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
独
占
禁
止
政
策
に
係
る
事
業
活
動
（
独
占
的
状
態
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
経
済
実
態
（
独
占
的
状
態
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
経
済
法
令
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
行
政
措
置
に
関
す
る
独
占
禁
止
政
策
に
係
る
関
係
行
政
機
関
と
の
調
整
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
（
調
整
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
経
済
取
引
局
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
調
整
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
三
条
　
調
整
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
特
定
の
事
業
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
経
済
法
令
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
行
政
措
置
に
関
す
る
独
占
禁
止
政
策
に
係
る
関
係
行
政
機
関
と
の
調
整
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
独
占
禁
止
法
の
規
定
の
適
用
除
外
に
つ
い
て
の
定
め
の
あ
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
公
正
取
引
委
員
会
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
同
意
、
協
議
、
通
知
の
受
理
又
は
処
分
の
請
求
に
関
す
る
こ
と
（
取
引
部
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
）
。

（
企
業
結
合
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
四
条
　
企
業
結
合
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
の
事
業
に
関
す
る
報
告
書
並
び
に
会
社
の
設
立
に
関
す
る
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
会
社
の
株
式
の
取
得
、
合
併
、
共
同
新
設
分
割
、
吸
収
分
割
、
共
同
株
式
移
転
又
は
事
業
若
し
く
は
事
業
上
の
固
定
資
産
の
譲
受
け
に
関
す
る
計
画
に
係
る
届
出
の
受
理
及
び
会
社
の
株
式
の
取
得
、
合
併
、
共
同
新
設
分
割
、

吸
収
分
割
、
共
同
株
式
移
転
又
は
事
業
若
し
く
は
事
業
上
の
固
定
資
産
の
譲
受
け
を
し
て
は
な
ら
な
い
期
間
の
短
縮
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
議
決
権
の
取
得
又
は
保
有
の
認
可
並
び
に
こ
れ
ら
の
取
消
し
及
び
変
更
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
独
占
禁
止
法
第
四
章
の
規
定
に
係
る
事
件
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
独
占
禁
止
法
第
四
章
の
規
定
に
係
る
排
除
措
置
計
画
の
認
定
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
独
占
禁
止
法
第
四
章
の
規
定
に
係
る
排
除
措
置
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
独
占
禁
止
法
第
四
章
の
規
定
に
係
る
告
発
並
び
に
裁
判
所
に
対
す
る
緊
急
停
止
命
令
及
び
こ
れ
に
関
す
る
供
託
に
係
る
没
取
の
申
立
て
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
合
併
、
共
同
新
設
分
割
、
吸
収
分
割
又
は
共
同
株
式
移
転
の
無
効
の
訴
え
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
独
占
禁
止
法
第
四
章
の
規
定
に
係
る
排
除
措
置
計
画
の
認
定
後
及
び
同
章
の
規
定
に
係
る
排
除
措
置
命
令
の
執
行
後
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

（
取
引
企
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
五
条
　
取
引
企
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
取
引
部
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
独
占
禁
止
政
策
に
係
る
事
業
活
動
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
（
総
務
課
及
び
企
業
取
引
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
　
不
公
正
な
取
引
方
法
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
（
企
業
取
引
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
再
販
売
価
格
に
関
す
る
商
品
の
指
定
及
び
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
る
協
同
組
合
の
届
出
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
小
売
商
業
調
整
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
の
規
定
に
よ
る
認
定
及
び
協
議
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
取
引
部
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
企
業
取
引
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
六
条
　
企
業
取
引
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
独
占
禁
止
政
策
に
係
る
事
業
活
動
（
不
公
正
な
取
引
方
法
（
独
占
禁
止
法
第
二
条
第
九
項
第
五
号
及
び
第
六
号
ホ
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
。
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二
　
独
占
禁
止
法
第
二
条
第
九
項
第
六
号
ホ
に
係
る
不
公
正
な
取
引
方
法
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
款
　
審
査
局

（
審
査
局
に
置
く
課
等
）

第
十
七
条
　
審
査
局
に
、
犯
則
審
査
部
に
置
く
も
の
の
ほ
か
、
管
理
企
画
課
、
審
査
長
五
人
及
び
訟
務
官
一
人
を
置
く
。

２
　
犯
則
審
査
部
に
、
特
別
審
査
長
二
人
を
置
く
。

（
管
理
企
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
十
八
条
　
管
理
企
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
第
二
号
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
に
あ
っ
て
は
、
経
済
取
引
局
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
審
査
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
事
件
の
審
査
に
係
る
基
本
的
事
項
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
課
徴
金
の
納
付
命
令
に
係
る
基
本
的
事
項
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
独
占
的
状
態
に
係
る
事
件
に
関
す
る
通
知
及
び
協
議
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
告
発
並
び
に
裁
判
所
に
対
す
る
緊
急
停
止
命
令
及
び
こ
れ
に
関
す
る
供
託
に
係
る
没
取
の
申
立
て
に
関
す
る
こ
と
（
経
済
取
引
局
及
び
犯
則
審
査
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

六
　
事
件
の
審
査
の
開
始
に
係
る
情
報
の
収
集
及
び
整
理
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
事
件
に
係
る
報
告
の
受
理
及
び
報
告
者
に
対
す
る
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
事
件
に
係
る
通
知
の
受
理
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
課
徴
金
の
減
免
申
請
に
係
る
報
告
及
び
資
料
の
受
理
そ
の
他
課
徴
金
の
減
免
申
請
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
排
除
措
置
命
令
の
執
行
後
及
び
競
争
回
復
措
置
命
令
の
確
定
後
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
課
徴
金
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
排
除
措
置
命
令
及
び
競
争
回
復
措
置
命
令
の
取
消
し
及
び
変
更
に
関
す
る
こ
と
。

十
三
　
排
除
措
置
計
画
及
び
排
除
確
保
措
置
計
画
の
認
定
後
並
び
に
排
除
措
置
命
令
、
課
徴
金
の
納
付
命
令
及
び
競
争
回
復
措
置
命
令
の
確
定
後
に
お
け
る
事
件
記
録
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

十
四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
審
査
局
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

（
審
査
長
の
職
務
）

第
十
九
条
　
審
査
長
は
、
命
を
受
け
て
、
審
査
局
の
所
掌
事
務
（
犯
則
審
査
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
事
件
の
審
査
並
び
に
当
該
審
査
に
基
づ
く
排
除
措
置
計
画
及
び
排
除
確
保
措
置
計
画
の
認
定
、
排
除
措
置
命

令
、
課
徴
金
の
納
付
命
令
並
び
に
競
争
回
復
措
置
命
令
並
び
に
排
除
措
置
計
画
及
び
排
除
確
保
措
置
計
画
の
認
定
後
の
監
査
に
関
す
る
も
の
を
分
掌
す
る
。

（
訟
務
官
の
職
務
）

第
二
十
条
　
訟
務
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
行
政
訴
訟
の
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
侵
害
の
停
止
又
は
予
防
に
関
す
る
訴
訟
及
び
損
害
賠
償
に
関
す
る
訴
訟
の
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
特
別
審
査
長
の
職
務
）

第
二
十
一
条
　
特
別
審
査
長
は
、
命
を
受
け
て
、
犯
則
審
査
部
の
事
務
を
分
掌
す
る
。

２
　
特
別
審
査
長
の
う
ち
一
人
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
務
を
行
う
ほ
か
、
命
を
受
け
て
、
犯
則
審
査
部
内
の
連
絡
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
二
章
　
地
方
機
関

（
地
方
事
務
所
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
）

第
二
十
二
条
　
公
正
取
引
委
員
会
の
事
務
総
局
に
置
か
れ
る
地
方
事
務
所
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名
称

位
置

管
轄
区
域

北
海
道
事
務
所

札
幌
市

北
海
道

東
北
事
務
所

仙
台
市

青
森
県
　
岩
手
県
　
宮
城
県
　
秋
田
県
　
山
形
県
　
福
島
県

中
部
事
務
所

名
古
屋
市

富
山
県
　
石
川
県
　
岐
阜
県
　
静
岡
県
　
愛
知
県
　
三
重
県

近
畿
中
国
四
国
事
務
所

大
阪
市

福
井
県
　
滋
賀
県
　
京
都
府
　
大
阪
府
　
兵
庫
県
　
奈
良
県
　
和
歌
山
県
　
鳥
取
県
　
島
根
県
　
岡
山
県
　
広
島
県
　
山
口
県
　
徳
島
県
　
香
川
県
　
愛
媛
県
　
高
知
県

九
州
事
務
所

福
岡
市

福
岡
県
　
佐
賀
県
　
長
崎
県
　
熊
本
県
　
大
分
県
　
宮
崎
県
　
鹿
児
島
県

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
二
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
官
房
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
二
条
　
官
房
は
、
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
号
。
附
則
第
八
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
五
年
改
正
法
」

と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
審
判
手
続
に
係
る
審
判
の
事
務
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
審
判
官
の
指
定
の
手
続
に
よ
り
、

5



公
正
取
引
委
員
会
が
審
判
官
を
指
定
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
事
務
を
除
く
。
）
に
関
す
る
事
務
及
び
審
決
に
関
す
る
事
務
並
び
に
当
該
審
判
手
続
に
よ
る
審
決
の
取
消
し
の
訴
え
に
係
る
手
続
に
係
る
事
務
に
関
す
る
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
。

（
経
済
取
引
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
三
条
　
経
済
取
引
局
は
、
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
消
費
税
の
円
滑
か
つ
適
正
な
転
嫁
の
確
保
の
た
め
の
消
費
税
の
転
嫁
を
阻
害
す
る
行
為
の
是
正
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
四
十
一

号
）
が
そ
の
効
力
を
有
す
る
間
、
同
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２
　
経
済
取
引
局
取
引
部
は
、
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
消
費
税
の
円
滑
か
つ
適
正
な
転
嫁
の
確
保
の
た
め
の
消
費
税
の
転
嫁
を
阻
害
す
る
行
為
の
是
正
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
が
そ
の
効
力
を
有
す
る
間
、
前
項

に
規
定
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
審
議
官
の
設
置
期
間
の
特
例
）

第
四
条
　
第
五
条
第
一
項
の
審
議
官
の
う
ち
一
人
は
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
官
房
総
務
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
五
条
　
官
房
総
務
課
は
、
第
八
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
経
済
取
引
局
企
業
結
合
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
六
条
　
経
済
取
引
局
企
業
結
合
課
は
、
第
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
銀
行
業
に
係
る
基
盤
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
維
持
を
図
る
た
め
の
私
的
独
占
の
禁
止
及
び

公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
三
十
二
号
）
が
そ
の
効
力
を
有
す
る
間
、
同
法
の
規
定
に
よ
り
公
正
取
引
委
員
会
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
協
議
、
通
知
の
受
理
及
び
処
分
の
請
求

（
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
併
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
第
二
号
中
「
取
引
部
」
と
あ
る
の
は
、
「
企
業
結
合
課
及
び
取
引
部
」
と
す
る
。

（
経
済
取
引
局
取
引
部
取
引
企
画
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
七
条
　
経
済
取
引
局
取
引
部
取
引
企
画
課
は
、
第
十
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
消
費
税
の
円
滑
か
つ
適
正
な
転
嫁
の
確
保
の
た
め
の
消
費
税
の
転
嫁
を
阻
害
す
る
行
為
の
是
正
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
が
そ
の
効
力
を
有

す
る
間
、
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
平
成
二
十
五
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
独
占
禁
止
法
に
よ
り
置
か
れ
る
審
判
官
の
定
数
）

第
八
条
　
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
五
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
独
占
禁
止
法
第
三
十
五
条
第
八
項
の
政
令
で
定
め
る
審
判
官
の
定
数
は
、
三

人
（
う
ち
一
人
は
、
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
九
月
一
日
政
令
第
二
六
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
九
月
一
八
日
政
令
第
二
六
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
二
月
五
日
政
令
第
一
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
九
月
三
〇
日
政
令
第
二
六
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
九
月
一
日
政
令
第
二
七
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
一
一
月
一
日
政
令
第
三
二
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
七
月
三
一
日
政
令
第
二
二
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
二
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
一
一
月
一
八
日
政
令
第
三
二
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
五
月
二
九
日
政
令
第
一
四
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
七
月
二
三
日
政
令
第
二
六
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
四
月
一
日
政
令
第
七
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
四
月
一
日
政
令
第
七
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
八
月
四
日
政
令
第
二
七
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
五
月
二
五
日
政
令
第
二
一
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
三
月
三
一
日
政
令
第
五
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
七
月
一
六
日
政
令
第
二
五
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
九
年
八
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
一
月
二
一
日
政
令
第
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
四
月
一
日
政
令
第
九
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
四
月
一
七
日
政
令
第
七
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
三
月
三
一
日
政
令
第
四
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
五
月
一
日
政
令
第
一
〇
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
六
月
三
〇
日
政
令
第
二
二
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
六
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
六
月
三
〇
日
政
令
第
二
四
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
六
月
三
〇
日
政
令
第
一
七
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
六
月
二
八
日
政
令
第
二
三
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
四
月
三
日
政
令
第
九
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
一
二
月
一
日
政
令
第
三
一
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
二
年
十
二
月
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
四
月
四
日
政
令
第
七
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
四
月
五
日
政
令
第
六
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
一
日
政
令
第
一
九
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
公
正
取
引
委
員
会
の
事
務
局
に
置
か
れ
る
地
方
事
務
所
の
位
置
及
び
管
轄
区
域
を
定
め
る
政
令
の
廃
止
）

２
　
公
正
取
引
委
員
会
の
事
務
局
に
置
か
れ
る
地
方
事
務
所
の
位
置
及
び
管
轄
区
域
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
五
月
二
一
日
政
令
第
一
四
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
一
二
月
三
〇
日
政
令
第
三
六
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
五
月
二
九
日
政
令
第
一
二
八
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
六
月
八
日
政
令
第
一
二
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
四
月
一
二
日
政
令
第
一
〇
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
四
年
四
月
一
〇
日
政
令
第
一
〇
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
八
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
二
九
日
政
令
第
一
〇
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
六
月
一
四
日
政
令
第
一
七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
六
月
一
八
日
政
令
第
一
九
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
二
日
政
令
第
三
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
九
年
十
二
月
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
五
月
二
九
日
政
令
第
一
八
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
六
月
二
四
日
政
令
第
二
三
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
一
日
政
令
第
八
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
二
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
七
月
二
日
政
令
第
二
一
九
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
適
用
除
外
制
度
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
一
年
七
月
二
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
九
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
二
九
日
政
令
第
七
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
四
月
一
日
政
令
第
一
二
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
〇
月
二
日
政
令
第
三
〇
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
十
一
月
二
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
二
五
日
政
令
第
五
五
一
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
一
日
政
令
第
一
〇
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
五
月
二
〇
日
政
令
第
一
七
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
三
十
五
号
）
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
〇
月
一
三
日
政
令
第
三
一
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
一
月
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
六
日
政
令
第
一
七
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
六
日
政
令
第
三
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
八
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
二
三
日
政
令
第
四
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
七
月
一
日
政
令
第
一
七
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
八
月
一
四
日
政
令
第
二
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
消
費
者
庁
及
び
消
費
者
委
員
会
設
置
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
〇
月
二
八
日
政
令
第
二
五
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
一
日
政
令
第
八
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
四
月
六
日
政
令
第
一
一
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
五
月
一
六
日
政
令
第
一
四
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
九
月
一
三
日
政
令
第
二
六
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
二
五
日
政
令
第
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
四
月
一
〇
日
政
令
第
一
八
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
〇
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
政
令
第
六
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
七
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
〇
月
一
七
日
政
令
第
二
九
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
改
正
法
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
十
月
二
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
、
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
八
条
及
び
第
十
四
条
並
び
に
次
条
の
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に

掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
六
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
二
月
一
九
日
政
令
第
三
三
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
及
び
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
の

施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
九
日
政
令
第
七
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
政
令
第
四
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
九
月
二
日
政
令
第
二
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
十
二
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
一
月
二
六
日
政
令
第
三
三
一
号
）
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こ
の
政
令
は
、
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
銀
行
業
に
係
る
基
盤
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
維
持
を
図
る
た
め
の
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令

和
二
年
法
律
第
三
十
二
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
政
令
第
七
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
二
月
九
日
政
令
第
三
七
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
九
日
政
令
第
八
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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